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第７章 公共交通ネットワークの連携 

 

7-1 公共交通網に関する基本的な考え方 

   本市においては、公共交通の果たす役割を明らかにするとともに、人口減少社会における

地域活力の維持・向上の実現に向けて「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基

づき、2016(平成 28)年３月に「郡山市地域公共交通網形成計画」を策定し、現在、課題解決

に向けた実施計画の策定に取組んでいます。また、コンパクト・プラス・ネットワークを推

進する本計画において、高齢者等の移動を支える公共交通は、ネットワーク形成を図る上で

重要な部分であり、居住や都市機能の立地誘導と連携した事業展開を図ります。 

 

7-2 基本的な方針等 

   「郡山市地域公共交通網形成計画」の基本理念及び基本的な方針は以下のとおりです。 

 

≪基本理念≫ 

⇒ 

≪基本的な方針≫ 

すべての人が安心

して円滑に移動で

きるまち 

① 安全・安心に暮らせる持続可能な公共交通の確保 

住む人が高齢化しても自動車以外の交通手段の選択が可能で、不安なく

日常生活を過ごすことができるような公共交通の維持・確保が求められ

る。こうした地域の変化に対応し持続可能なまちづくりの実現と一体とな

った持続可能な公共交通を確保する。 

② 地域の実情に即した利便性の高い公共交通ネットワークの構築 

地域の実情に合った効率的で利便性の高い公共交通サービスが提供で

きるよう、バスをネットワーク化することにより、バスで移動可能な目的

地の選択肢を増やすなど利便性の向上や市街地部でのバス交通の不便地

域の解消を図り、公共交通ネットワークを構築する。 

③ 交通結節点の機能向上と効率的なバス運行システムの見直し 

利用者が快適に公共交通を利用できるよう交通結節点や待合所におけ

る環境整備を進め、乗り継ぎの利便性向上のための対策を進めます。 

④ まちづくり・地域づくりと連動した交通施策の推進 

公共交通を持続可能なものとし、活力あるまちづくりを推進するため、

公共交通とまちづくりが連携し、「コンパクト＆ネットワーク」を目指す。 

⑤ 市民、交通事業者、行政の市民協働による施策の推進 

市民との協働を前提として、交通事業者はもとより公共交通に関わる関

係機関が連携し、適切な役割分担の下に、地域の取り組みを計画的かつ継

続的に進める。 
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7-3 地域公共交通の体系づくり 

 公共交通網のサービス水準の確保や市街地周辺から地区拠点へアクセスするための交通手段

の確保等、持続可能な公共交通ネットワークの形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内 容 

中心拠点・居住促進区域内 

での『循環型交通』、『バス路

線』の維持  

・郡山駅を中心とした中心拠点での「循環型交通」や居住促進区域内における密度の高い

「バス路線」の維持 

中心拠点と副次拠点とのア

クセス 

・高次都市機能の集積された中心拠点と地域での交流拠点である副次拠点間でのアクセス

性の向上に向けた鉄道・バス交通網の強化、見直し 

居住促進区域と郊外部等と

の『交通ネットワーク』 

・居住促進区域と郊外部、近隣市町村間を結ぶバス路線の維持・見直し 

・路線維持に向けた地域内交通との接続による利用率の向上 

郊外部での交通を支える『地

域内交通』 

・地域内を面的にカバーするデマンド交通の導入 

・福祉事業者やボランティア団体などによる買物支援事業等との連携 

≪立地適正化計画と連携した公共交通ネットワークのイメージ図≫ 



 
9
1 

 

7
-
4 

公
共
交
通

に
関
す

る
取

り
組
み

等
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
※
「
郡
山
市
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
」（

20
16

年
３
月
）
か
ら
抜
粋
・
編
集
 

公
共
交
通
に
関
す
る
課
題
 

 
具
体
的
な
施
策
及
び
事
業
 

①
高

齢
化
の

進
展

に
伴
い

増
加
す

る
交
通

弱
者
へ

の
対
応
 

・
自
動
車

で
の
移
動

が
困
難

な
高
齢
者

等
に
お

け
る
生
活

の
足
の

確
保
。
 

 ②
交

通
不
便

地
域

解
消
へ

の
対
応
 

・
交
通
空

白
地
域
、

運
転
本

数
が
少
な

い
地
域

に
お
け
る

生
活
の

足
の
確
保

。
 

・
市
街
地

の
交
通
不

便
地
域

に
お
け
る

既
存
バ

ス
路
線
の

ル
ー
ト

見
直
し
。
 

 ③
地

域
の
実

情
に

即
し
た

交
通
シ

ス
テ
ム

の
導
入

、
運
行

サ
ー
ビ

ス
の
検

討
 

・
地
域
ご

と
に
異
な

る
移
動

ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ

た
交
通
シ

ス
テ
ム

の
導
入
。
 

・
地
理

的
特
性

や
時

間
帯
、
曜

日
等
、
利

用
ニ
ー

ズ
・
需

要
に
応

じ
た
シ
ス

テ
ム
検

討
。 

 ④
効

果
的
な

バ
ス

路
線
の

見
直
し
 

・
不
採
算

路
線
の
運

行
内
容

の
見
直
し

等
、
効

果
的
な
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
形
成

。
 

 ⑤
地

域
交
通

結
節

点
の
形

成
と
幹

線
交
通

と
支
線

交
通
の

接
続
・

連
携
 

・
行
政
セ

ン
タ
ー
や

バ
ス
営

業
所
等
を

中
心
に

小
規
模
な

交
通
結

節
点
の
形

成
。
 

・
各
交
通

の
円
滑
な

乗
り
継

ぎ
の
確
保

等
、
各

地
域
の
移

動
ニ
ー

ズ
の
対
応

。
 

 ⑥
周

知
・
Ｐ

Ｒ
等

に
よ
る

利
用
促

進
 

・
公
共
交

通
利
用
に

向
け
た

様
々
な
周

知
、
使

い
方
の
Ｐ

Ｒ
。
 

 

≪
計

画
の

目
標
１

≫
 

移
動

手
段

の
安
全

性
及
び

利
便
性

の
向
上
 

 
 
●
事

業
１
 
公

共
交
通

サ
ー
ビ
ス

の
充
実
 

 
 
●
事

業
２
 
高

齢
者
の

公
共
交
通

利
用
の

促
進
 

 
 
●
事

業
３
 
バ

リ
ア
フ

リ
ー
車
両

の
導
入

促
進
 

≪
計

画
の

目
標
２

≫
 

使
い

や
す

い
公
共

交
通
体

系
づ
く

り
 

 
 
●
事

業
４
 
路

線
距
離

の
長
い
路

線
バ
ス

の
端
末
部

分
に
お

け
る
代
替

運
行
シ

ス
テ
ム
の

構
築
 

 
 
●
事

業
５
 

バ
ス
路
線
カ
バ
ー
率
の
低
い
地
区
等
に
お
け
る
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
郡
山
型
地
域
交
通
シ
ス
テ
ム
の
構
築
 

 
 
●
事

業
６
 
湖

南
町
等

郊
外
部
の

交
通
不

便
地
域
に

お
け
る

住
民
ニ
ー

ズ
に
即

し
た
交
通

シ
ス
テ

ム
の
導
入
 

 
 
●
事

業
７
 
磐

越
西
線

新
駅
周
辺

整
備
 

 
 
●
事

業
８
 
ス

マ
ー
ト

イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン

ジ
の
整
備
 

 
 
●
事

業
９
 
東

北
新
幹

線
及
び
在

来
線
の

路
線
間
乗

継
強
化
 

≪
計

画
の

目
標
３

≫
 

交
通

結
節

点
の
機

能
強
化

及
び
バ

ス
路
線

の
見
直

し
 

 
 
●
事

業
10
 
公

共
交
通

を
利
用
促

進
す
る

た
め
の
交

通
結
節

点
の
機
能

強
化
 

 
 
●
事

業
11
 
乗

継
・
待

合
環
境
の

整
備
等
 

 
 
●
事

業
12
 
幹

線
・
支

線
バ
ス
の

再
編
に

よ
る
バ
ス

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の

構
築
 

≪
計

画
の

目
標
４

≫
 

公
共

交
通

の
利
用

促
進
 

 
 
●
事

業
13
 
ま

ち
づ
く

り
・
観
光

資
源
と

連
動
し
た

地
域
交

通
網
の
整

備
 

 
 
●
事

業
14
 
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
イ

ク
ル
の

整
備
支
援
 

 
 
●
事

業
15
 
サ

イ
ク
ル

ポ
ー
ト
の

整
備
支

援
 

≪
計

画
の

目
標
５

≫
 

地
域

公
共

交
通
に

対
す
る

市
民
満

足
度
の

向
上
 

 
 
●
事

業
16
 
エ

コ
通
勤

の
推
進
 

 
 
●
事

業
17
 
車

か
ら
他

の
交
通
手

段
へ
の

転
換
 

 
 
●
事

業
18
 
お

出
か
け

支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム

の
実
施
 

124 



 125 

 

第８章 届出制度 

 

   本計画で定める居住促進区域及び都市機能誘導区域から外れた場所において、一定規模以

上の住宅開発や誘導しようとする施設の開発等を行う場合は、行為に着手する日の 30 日前

までに市長への届出が義務付けられています。（都市再生特別措置法第 88 条及び第 108 条） 

   このことは、届出といった行為を通じ、市が開発の立地動向を把握することと届出者に対

して各区域内の立地による支援措置を紹介するなど、本市が目指す持続可能な都市づくりの

実現に向け、その主旨を説明しながら、居住促進区域及び都市機能誘導区域に施設を緩やか

に誘導しようとするものです。 

   また、都市機能誘導区域内に存する誘導施設の休廃止の動きを市が事前に把握することで、

施設の撤退前に他の事業者の誘致を始める等の取組ができるように、都市機能誘導区域内に

おいて誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合も行為を行う 30 日前までに市長への

届出が義務付けられています。（都市再生特別措置法第 108 条の 2） 

 

8-1 居住促進区域の区域外における建築等の届出（都市再生特別措置法第 88 条） 

 

 (1)届出の対象行為 

   居住促進区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、届出が必要になります。 

   【開発行為】 

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為  

② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

③ 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で 

行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

 

  

  

 

 

   【建築等行為】 

① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合 

（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

③ 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合 

          

 

 

800 ㎡  

２戸の開発行為 不要 

①の例示  

３戸の開発行為 届 届 
②の例示  

1300 ㎡,1 戸の開発行為 届 

①の例示  

３戸の建築行為 届 
1 戸の建築行為 

不要 
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郡 山 市 域 

 ◆居住促進区域の境界線をまたぐ敷地の取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)勧告など 

   届出の内容等に関し、居住促進区域内における住宅等の立地誘導を図る上で、何らかの支

障が考えられる場合、必要があるときは、市長は届出者に対し勧告することがあります。ま

た、その場合は、居住促進区域内の土地の取得についてのあっせん等を行うことがあります。 

 

 (3)罰則など 

   届出をしなかった、若しくは、虚偽の届出を行った場合には、罰則が設けられています。

（都市再生特別措置法第 130 条） 

 

8-2 都市機能誘導区域の区域外における建築等の届出（都市再生特別措置法第 108 条） 

 

 (1)届出の対象行為 

  都市機能誘導区域外の区域で、以下 

の行為を行おうとする場合には、届出 

が必要になります。 

 

 

【開発行為】 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

 

【開発行為以外】 

① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

 

 

 

３戸の開発行為、建築行為 

１戸又は２戸の住宅の建築

目的の開発行為で、その規

模が 1,000 ㎡以上のもの 

（居住促進区域） （居住促進区域外） 

（居住促進区域として取り扱う）

不要 

立地適正化計画区域＝都市計画区域 

居住促進区域 

誘導施設：病院 

都市機能誘導区域 
届 

不要 届 
不要 
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誘導施設 

誘導施設 

 ◆都市機能誘導区域の境界線をまたぐ敷地の取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 (2)勧告など 

   届出の内容等に関し、都市機能誘導区域内における誘導施設等の立地誘導を図る上で、何

らかの支障が考えられる場合、必要があるときは、市長は届出者に対し勧告することがあり

ます。また、その場合は、都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせん等を行うこ

とがあります。 

 

 (3)罰則など 

   届出をしなかった、若しくは、虚偽の届出を行った場合には、罰則が設けられています。

（都市再生特別措置法第 130 条） 

 

 

8-3 都市機能誘導区域の区域内における誘導施設の休廃止の届出 

（都市再生特別措置法第 108 条の 2） 

 

(1)届出の対象行為 

  都市機能誘導区域内において、当該都市 

機能誘導区域に係る誘導施設を休止、又は 

廃止しようとする場合には、届出が必要に 

なります。 

 

(2)勧告など 

   新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、休止又は廃止しようとする誘導施設

を有する建築物を有効に活用する必要があると認める場合、市は届出者に対し助言又は勧

告することがあります。 

 

 ◆都市機能誘導区域の境界線をまたぐ敷地の取り扱い 

 

 

 

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行

おうとする場合 

（都市機能誘導区域） （都市機能誘導区域外） 

（都市機能誘導区域として取り扱う） 
① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合

③ 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とす

る場合 

 

（都市機能誘導区域） （都市機能誘導区域外） 

誘導施設の休止、又は廃止 
（都市機能誘導区域として取り扱う） 

不要 

届 

届 
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第９章 立地を誘導するための施策 

 

   これまでの都市づくりにおいては、都市計画法に基づき、道路等の都市施設を行政が計画・整備す

るとともに、土地利用規制を措置しながら民間事業者の開発需要をコントロールしてきました。しか

しながら、都市基盤の整備が進む一方、人口減少等に伴い民間事業者による投資意欲が弱くなる中に

おいては、都市づくりの将来像を明示しつつ、財政、金融、税制等の経済的なインセンティブを措置

し、長期的な視点でコンパクト・プラス・ネットワークの実現を図ることが重要となります。 

   これらを踏まえ、本計画における居住や都市機能等の集積を誘導していくため必要となる種々の施

策及び財政、金融、税制の支援措置等について、以下のとおり整理します。 

 

9-1 誘導施策の方針 

   居住を誘導する施策としては、居住促進区域内において居住環境の向上を図るため居住者の利便の

用に供する施設の整備や公共交通の確保を図るため交通結節機能の強化・向上を図るなどの誘導施策

について検討します。 

 また、都市機能誘導施設を誘導する施策としては、都市機能誘導区域内において市が行う誘導施設

の整備、誰もが快適に移動できるような公共交通の関連施設や歩行環境の整備等のほか、民間事業者

による誘導施設の整備に対する支援などの誘導施策について検討します。 

 さらに、本市においては、過度な自動車利用に依存しない健康的で快適に暮らせる都市づくりを進

めることで、健康の増進や持続的な都市経営等が可能となるよう居住及び都市機能の誘導を図るため、

関連部局と連携した施策展開を進めます。 

 また、新型コロナ感染症をはじめとする様々な感染症がもたらす「ニューノーマル」に対応したま

ちづくりに向け、働くにも住むにも快適でゆとりある環境が求められていることから、サテライトオ

フィスや在宅勤務のための住宅など、職住の融合を促す誘導施策の検討を進めます。 

9-2 具体的な施策等 

≪立地を誘導するための施策≫ 

項 目 施策の方向性 具体的な事業等 

誘導施設の計画

的な立地誘導 

公有資産の活用 ●売却による処分、一時貸付けなど個々の財産の特性に応じた未

利用財産（普通財産）の処分・有効利用の推進 

●旧豊田貯水池の利活用について検討  

●下水道管理センター遊休施設の利活用について検討  

●（仮称）郡山市歴史情報・公文書館の整備について検討  

●郡山市民文化センターの改修 

●熱海多目的交流施設、フットボールセンター等の整備 【※2】 

●開成山地区体育施設（郡山総合体育館、開成山陸上競技場、開成

山陸上競技場補助競技場、開成山野球場）の改修整備 

公共施設等マネ

ジメント 

●公共施設の複合化・集約化、多機能化の推進、未利用財産の有効

活用等の総量縮減等による更新費用の縮減 
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項 目 施策の方向性 具体的な事業等 

誘導施設の計画

的な立地誘導 

民間の空き施設

や跡地等の活用 

●民間所有の大規模な空き施設及び空き地等の活用促進 

●市街地再開発事業や優良建築物等整備事業等の計画推進 

●関係権利者の意向等についての把握、情報共有 

●郡山駅前一丁目第二地区第一種市街地再開発事業の整備促進 

●大町二丁目地区地域生活拠点型再開発事業の整備促進 

●細沼町地区地域生活拠点型再開発事業の整備促進 

低未利用土地等

の有効活用 

●民間所有の低未利用土地等の有効活用促進 

●市街地再開発事業や優良建築物等整備事業等の計画推進 

●関係権利者の意向等についての把握、情報共有 

空家等対策の推

進 

●関係団体と連携し空家等の利用や管理の相談体制を整備するな

ど所有者等による空家等の適切な管理の促進 

●関係団体と連携し空家情報及び支援制度等の情報共有、外部へ

の情報提供の検討を含めた空家等及び跡地の活用推進 

●住宅金融支援機構と連携し「フラット 35」等の制度活用の検討 

計画的な基盤整

備 

●効率的・効果的な幹線道路の整備（環状道路網等） 

●大町土地区画整理事業の整備促進  

健康寿命延伸の

推進 

健康づくりの推

進 

●様々な健康づくりに関する情報提供等による普及啓発 

●生活習慣病の発症予防及び重症化予防の推進 

生きがい対策の

充実 

●健康寿命延伸に向けた通いの場の普及啓発 

●高齢者の就労対策及び社会参加の推進 

高齢者の生活環

境の充実 

生活支援の推進 ●在宅の高齢者等が自立して暮らせるようサービス利用の推進 

●一人暮らし高齢者等が安心して暮らせるようサービスの充実 

高齢者福祉施設

の充実 

●生活スタイル、健康状態、経済状況等のニーズを把握しながら施

設の充実、サービス付き高齢者向け住宅等の整備推進 

安全・安心のま

ちづくり事業 

●ユニバーサルデザインに配慮した公共施設等の整備など暮らし

やすい生活環境の整備促進  

高齢者の交通手

段の確保 

●高齢者が生きいきと暮らせるまちづくりを進めるため路線バス

等公共交通機関の利用に係る費用助成の取組推進 

子ども・子育て

支援 

子育て支援 ●子どもの教育・保育の場を質・種類・量とも充実 

●身近な地域で親子が情報交換や交流できる場の提供・充実 

健 康 ●東日本大震災及び原子力災害からの子ども等のケア・健康確保 

雇用環境の整備 ●子育て中の若い世代等の雇用環境の充実 

子育て支援に関

する環境整備 

●市営住宅等の優先物件の募集など子育て世帯の居住環境の向上 

●ユニバーサルデザインに配慮した公共施設等の整備など暮らし

やすい生活環境の整備促進 
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≪公共交通に関する施策≫ 

想定エリア 施策の方向性 具体的な事業等 

居住及び都市機

能誘導区域内 

公共交通サービ

スの充実 

●効率的な運行に向けた公共交通ネットワークの再編検討 

●鉄道とバス等の乗り継ぎなど円滑な移動を確保する運行ダイヤ

の設定 

●バスの利用ニーズを踏まえた新規路線の検討 

●中心市街地への交通アクセス強化とまちなか循環型バスルート

の拡充  

●ＩＣ乗車券の利用拡大など鉄道とバスの連携検討 

●バス専用レーンや公共交通優先システム等の走行環境の検討 

●バスロケーションシステムの導入検討 

高齢者の公共交

通利用の促進 

●バス・タクシー利用に関する費用助成等の取組推進 

●免許返納制度の意義などについての周知活動 

バリアフリー車

両の導入促進 

●誰もが快適に利用できるノンステップバスや環境にやさしい水

素燃料バスの導入推進 

●ユニバーサルデザインタクシーの導入推進 

新駅と周辺整備 ●公共交通の利用促進と地域活性化に寄与する新駅「郡山富田駅」

の設置 【※3】 

●新駅設置に併せた駅前広場等の周辺環境の整備 

交通結節点の機

能強化 

●パークアンドライド、サイクルアンドライドの推進 

●玄関口に相応しい郡山駅西口駅前広場の交通結節機能の強化 

●郡山駅東口を発着点とするバス路線等の検討 

●郡山駅東口広場に通じる東西自由通路のバリアフリー化【※1】 

●安積永盛駅周辺の整備 

●停留所（鉄道駅、バス停、公共施設等）におけるバリアフリー化

など利用環境の向上 

●駐車場や駐輪場など新たな交通結節点の整備検討 

自転車等の利用

環境整備の支援 

●民間事業者によるコミュニティサイクル及びサイクルポート等

の整備助成等に関する検討 

●主要施設を連絡する自転車ネットワークの形成  

車からの交通手

段の転換 

●エコ通勤認証制度等の普及促進に向けた周知活動 

●交通教育やイベント等による公共交通の利用促進 

その他の区域 郊外地域等の代

替運行システム

構築 

●交通不便地域での移動手段確保に向けた運行実証実験の検討 

●コミュニティバスやデマンド交通等の活用検討 

●地域住民が主体となった推進体制による新たな地域交通システ

ムの構築検討 
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≪その他の総合的な施策≫ 

項 目 基本目標 政策パッケージ 

郡山市総合戦略

における取組み 

(2016 年 2 月) 

１しごとみがき

と産業の活性化 

○地理的優位性を生かした企業誘致と市場開拓 

○誰もが安心して働くことができる就業機会の確保 

２ひとの流れと

定住の促進 

○歴史、音楽などの文化振興とスポーツ環境の充実 

○「まち」の魅力を高めた移住・定住環境の整備 

３子育て支援・

女性の活躍推進 

○結婚～妊娠～出産～子育ての切れ目ない支援 

○子どもたちが健やかに成長できる体力向上等の環境づくり 

４安全・安心に

暮らせるまちづ

くり 

○災害、事故・犯罪のない安全・安心なまちづくり 

○既存ストックマネジメントの強化 

○地域連携による活力ある持続可能な都市圏の形成 

５笑顔でいきい

きと暮らせるま

ちづくり 

○高齢者が健康で生きがいをもって暮らせるまちづくり 

○支える人も支えられる人も笑顔で暮らせるやさしいまちづくり 

○全ての市民が健康で生きいきと暮らせるまちづくり 

６誰もが楽しく

学べる環境づく

り 

○全国トップレベルを目指した教育環境の充実 

○世界的視野で活躍できるグローバルな人材の育成 

○誰もがいつでもどこでも学ぶことができる環境の整備 

 

項 目 施策の大綱 施策の方向性 

郡山市まちづく

り基本指針にお

ける取組み 

(2018 年 3 月) 

Ⅰ産業・仕事の

未来 

１みんなが誇れる「郡山といえばこれ！」という産業があるまち 

２楽しくてやりがいのある満足できる仕事のあるまち 

３農林業が盛んで、市民の身近な産業となるまち 

Ⅱ交流・観光の

未来 

１人が交流し、明るい声が聞こえるまち 

２国内外に発信できる、自慢の地域資源があるまち 

３たくさんの人が「また来たい」「住んでみたい」と思えるまち 

Ⅲ学び育む子ど

もたちの未来 

１人と人とがつながり、みんなで子どもたちを育むまち 

２笑顔があふれ、未来への夢を育むまち 

３一人ひとりの個性を伸ばし、すべての子どもが輝くまち 

４子どもたちが学びたいことを楽しく学び、地域で活躍できるまち 

Ⅳ誰もが地域で

輝く未来 

１市民生活に活気があり、地域で楽しく元気に暮らせるまち 

２好きなこと、得意なことを地域で学び生かせるまち 

３市民が互いに支えあい、一人ぼっちにならないまち 

４誰もが健康で生きいきと暮らせるまち 

５女性が元気で活躍できるまち 

Ⅴ暮らしやすい

まちの未来 

１環境にやさしく自然豊かな、住んでいてよかったなと思えるまち 

２誰もが安心して快適に暮らせるまち 
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≪国等の支援≫ 

民間事業者への支援制度 概  要 

都市機能立地支援事業 ○立地適正化計画に記載された都市機能誘導施設（医療、社会福祉、教育

文化施設等）を整備する民間事業者に対し、国が直接支援。 

（注）支援に当たっては国の事業要件に合致する必要があります。国の

制度要綱を参照のこと。 

民間都市再生整備事業計画 ○市町村が作成する都市再生整備計画の区域内で、整備計画に記載された

事業と一体的に施行され国土交通大臣の認定を受けた民間都市開発事業

に対して民間都市開発推進機構から金融支援。【都市再生特別措置法第 63

条、第 71 条】 

民間誘導施設等整備事業計画 ○都市機能誘導区域内において、誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利

便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備等、民間事業者が民間誘導

施設等整備事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた都市開発事業

に対して民間都市開発推進機構から金融支援。【都市再生特別措置法第 96

条、第 103 条】 

税制措置等 ○都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買取特例 

○誘導施設の整備に用に供するために土地等を譲渡した場合の買取特例 

○都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例 

○誘導施設とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税

及び都市計画税の特例措置（市としての検討）         など 
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≪立地誘導に係る施策≫ 

 

【※１】 郡山駅東口整備事業（社会資本整備総合交付金） 

⇒郡山駅東口において、利用者の利便性向上、交通結節点の機能強化の一環とし 

てエレベーター及びエスカレーター等の整備を行い、バリアフリー化を図りま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪整備期間≫  

2015(平成 27)～2017(平成 29)年度 

≪概 要≫ 

通路部（延長 60m、幅員 4.5m） 

建屋部（延床面積 383.87m2） 

    エレベーター １基 

    エスカレーター２基（上り・下り） 

湖南

熱海

西田

中田

田村

三穂田

逢瀬

片平

日和田

富田

安積

富久山

大槻

喜久田

郡山駅

猪苗代湖

国
道
4
号

東
北
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

国道288号
磐越東線

水
郡
線

国道49号

磐越西線

磐越自動車道

位置図 郡山駅東口整備事業 

郡山駅 

郡山駅東口 

郡山駅西口 
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 【※２】 熱海多目的交流施設整備事業（社会資本整備総合交付金） 

     ⇒既存のコンベンション施設との連携を図りながら、地域に賑わいをもたらすエリ

アの創出を目指し、磐梯熱海駅前の市有地を活用し、フットボールセンターと一体

的に、行政センターを中心とする多目的交流施設『ほっとあたみ』の整備を実施し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湖南

熱海

西田

中田

田村

三穂田

逢瀬

片平

日和田

富田

安積

富久山

大槻

喜久田

郡山駅

猪苗代湖

国
道
4
号

東
北
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

国道288号
磐越東線

水
郡
線

国道49号

磐越西線

磐越自動車道

位置図 

磐梯熱海駅 

熱海多目的交流施設整備事業 

≪整備期間≫  

2016(平成 28)～2018(平成 30)年度 

≪整備概要≫ 

鉄骨造 2階建 延床面積 2,649 ㎡ 

≪施設概要≫ 

 行政センター、図書館、公民館事務室、 

調理室、会議室、ＪＡ熱海総合支店事務室、 

多目的ホール、磐梯熱海観光物産館 

熱海多目的交流施設 
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【※３】 新駅設置事業（社会資本整備総合交付金） 

     ⇒公共交通の利用促進や地域の活性化、さらには災害時における物資輸送ルートや

避難者の移動手段を確保するため、磐越西線の郡山駅から喜久田駅間に新駅「郡山

富田駅」の設置、南北自由通路及び駅前広場等の周辺環境の整備を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪整備期間≫  

2013(平成 25)～2016(平成 28)年度 

≪概 要≫ 

【駅舎・ホーム】  

・駅舎１F 平屋（待合室・詰所） 

・ホーム（130m）６両編成対応 

【こ線人道橋（南北自由通路）】 

・通路（延長 40m、幅員 4m） 

・階段（自転車対応可） 

・エレベーター２基 

外構等 

 ・駐輪場（約 250 台） 

 ・ロータリー（乗用車乗降場 

  及びタクシー待機場）など 

 

 

湖南

熱海

西田

中田

田村

三穂田

逢瀬

片平

日和田

富田

安積

富久山

大槻

喜久田

郡山駅

猪苗代湖

国
道
4
号

東
北
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

国道288号
磐越東線

水
郡
線

国道49号

磐越西線

磐越自動車道

位置図 

郡山富田駅 

新駅設置事業 

郡山富田駅 
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9-3 公的不動産（市が所有する不動産）の活用 

   本市では、2014（平成 26）年 12 月に策定した「郡山市公有資産活用ガイドライン」に基

づき、これまで適正な行財政運営に努めるとともに、行財政改革を推進し未利用財産の処分

や資産の有効活用に取り組んできたところであり、今後もさらにこれらの取り組みを加速

させ、限られた財源の中で持続可能な行財政運営を進めていく必要があります。   

このため、公益性・公平性・有効性・効率性を柱とした資産の有効活用を推進していきま

す。 

 

  市が保有する公共施設等の整備や更新、維持管理については、施設の点検、更新、集約化、

多機能化、長寿命化等を効果的に、かつ、計画的に行うことで財政負担の軽減、平準化を図

り、長期的な視点で取り組むこととしています。 

公的不動産のうち、未利用財産については、個々の財産の位置、規模、周辺の土地利用状

況、土地利用に関する計画や規制に応じた活用策を採用するとともに、地域や社会の要請及

び市の財政事情を勘案し有効活用を推進します。具体的には、売却による処分を基本としま

すが、一時貸付けや定期借地権による貸付け等、個々の財産の特性に応じた方策を検討しま

す。 

 

   また、本市では、2016（平成 28）年３月に策定した「郡山市ＰＰＰ（官民連携）導入指

針」に基づき、民間委託、ＰＦＩ、指定管理者制度、民営化など種々の手法について検討し

ながら、適切な事業実施に努めていきます。 
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9-4 都市のスポンジ化への対応 

都市の内部で、空き家や空き地等の低未利用地が、小さな敷地単位で時間的・空間的にラ

ンダムに、相当程度の分量で発生する「都市のスポンジ化」は、持続可能な都市構造への転

換に向けた「コンパクト・プラス・ネットワーク」の取組を進める上で重大な支障となって

おり、治安や景観の悪化等を生じさせるだけでなく、市街地全体の活性化の低下につながっ

ていきます。こうした低未利用地の利用促進や発生の抑制に向け対策を講じていきます。 

 

(1)低未利用土地利用等指針（都市再生特別措置法第 81 条第９項） 

本指針に基づき、空き家・空き地等の低未利用土地の有効利用・適正管理を促し、居住誘

導区域の住宅や都市機能誘導区域内の誘導施設の立地等を図ります。 

なお、低未利用土地が適正に管理されず、都市機能や居住の誘導に著しく支障がある場

合、市長は地権者に対し勧告することがあります。（都市再生特別措置法第 109 条の５第３

項） 

 

◆利用指針 

＜居住誘導区域＞ 

・リノベーションによる既存住宅の再生及び良好な居住環境整備のための敷地統合等に

よる利用を推奨する。 

・公園が不足している地区において、空き地を広場・緑地として利用することを推奨する。 

・高齢化が進む地区において、空き家を集会施設・交流施設として利用することを推奨す

る。 

 ＜都市機能誘導区域＞ 

・オープンカフェや広場など、商業施設、医療施設等の利用者の利便を高める施設として

の利用を推奨する。 

・空き地等を交流広場として利用することを推奨する。 

◆管理指針 

＜空き家＞ 

・老朽化等により特定空家等とならないよう適切な管理を行うこと。 

（「郡山市空家等対策計画」に示す判断基準に基づく管理・措置） 

・定期的な空気の入れ換え等の適切な清掃を行うこと。 

 ＜空き地等＞ 

・雑草の繁茂及び病害虫の発生を予防するため定期的な除草を行うこと。 

・ごみ等の放置、不法投棄を予防するために適切な措置を講じ、衛生上有害な状態、著し

く景観を損なわぬよう適切な管理を行うこと。 

・枝等の越境や大量飛散等によって周辺の生活環境に支障が生じないよう、立木等の伐採

や剪定を適宜行うこと。 
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(2)低未利用土地権利設定等促進計画 

低未利用土地を一体敷地とすることにより活用促進につながる場合、低未利用土地の地

権者等と利用希望者とを市がコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に

一括して利用権等を設定することのできる「低未利用土地権利設定等促進計画」を必要に応

じ作成していきます。 

◆低未利用土地権利設定等促進事業区域 

居住誘導区域又は都市機能誘導区域内 

◆低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 

       促進すべき権利設定等の種類：地上権、借地権、所有権等 

        立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設 

                      居住誘導区域における住宅  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低未利用土地権利設定等促進計画制度 

資料：立地適正化計画作成の手引き 
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(3)立地誘導促進施設協定 

空き家・空き地等の低未利用土地を活用して、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯など、

地域コミュニティやまちづくり団体が共同で整備・管理する空間・施設についての、地権者

同意による協定制度「立地誘導促進施設協定」の活用が図られるよう支援します。（協定の

締結には市長の認可が必要です） 

◆立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域 

        居住誘導区域又は都市機能誘導区域内  

      ◆立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項  

        居住者等の利便性を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区域内の一

団の土地の所有権及び借地権等を有する者は、以下の施設の一体的な整備又は管

理を適切に行うこととする 

種類：広場、広告塔、並木など、居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄

与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導

区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地誘導促進施設協定制度 

資料：立地適正化計画作成の手引き 
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第 10 章 計画の評価方法と進行管理 

 

   本計画は、目標年次を 2030 年と定めた長期的な計画となっています。 

このことから、本計画に位置付けた「すべての市民が安心して暮らせる拠点と公共交通ネ

ットワークの形成」の実現に向けて実施する種々施策の進捗状況やその効果等を客観的か

つ定量的に評価、分析するとともに、適正な進行管理に努めます。 

 

10-1 評価指標の設定 

    

(1)居住の集積に関する目標 

   本市では、今後、急速な人口減少が見込まれますが、このような中においても、居住者の

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住の誘導を図り一定の人口を

維持していく必要があります。 

このため、本計画においては、居住促進区域内の人口密度を今後も維持することを基本と

し、目標値を設定することとします。 

 

指 標 
基準値 目標値 

2018 年 2030 年 

居住促進区域内の人口密度(住民基本台帳人口) 46.8 人/ha 46.8 人/ha 

 

 

 

 

 (2)健康の増進に関する目標 

   身体的理由等で移動等の行動が制約される高齢者においては、それら制約をカバーする

福祉施策に取り組むとともに、本計画が目指す高齢者等の自立的な生活を支える都市環境

を確保した上で、一人ひとりの健康づくりが重要となります。 

   このため、本計画においては、高齢者一人ひとりが自立した日常生活を営む期間とする健

康寿命の延伸に努めることを基本とし、目標値を設定することとします。 

   

指 標 
基準値 目標値 

2014 年 2030 年 

健康寿命の平均 
男性 78.83 歳 

女性 83.61 歳 

平均寿命の増加分を上回

る健康寿命の増加 
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 (3)防災に関する目標 

   気候変動に伴う水災害リスクの増大に備え、国・県・市・住民等すべての関係者が協働し

流域全体で進める「流域治水」による対応が必要となります。 

   このため、本計画においては、流域治水の一環として市内の住宅等で雨水を貯留または浸

透させることで浸水被害の軽減につなげることを基本とし、目標値を設定することとしま

す。 

   

指 標 
目標値 

2029 年 

浄化槽転用等設置補助基数 １１０基/年 

 

 

   近年はこれまでに経験がない大雨による被害が日本各地で発生しており、住民一人ひと

りが水災害について理解を深め、適切に判断ができるようにすることで自らの命を水災害

から守る必要があります。 

   このため、本計画においては危機意識の定着を基本とし、目標値を設定することとします。 

   

指 標 
目標値 

2030 年 

市政きらめき出前講座の実施によるハザー

ドマップの啓発 
６回/年 
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10-2 進行管理 

   作成後においては、おおむね５年毎に計画に記載された種々施策の実施や評価指標の状

況について、関連する計画や施策等と連携しながら調査・分析していきます。 

   また、これらの結果に加え、社会情勢の変化や上位計画、その他関連する計画等との整合

を図りながら、必要に応じて、適宜、計画を見直すなど、Ｐ（計画）Ｄ（実施）Ｃ（評価）

Ａ（改善）サイクルを実施し、計画の目標を着実に実現していきます。 
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資料編 用語解説 

 

あ行 

安積開拓 

全国初の国の直轄事業として安積平野の

開拓と安積疏水の開さくを行った事業。 

 

安積疏水 

猪苗代湖から安積原野に水を供給してい

る疏水。日本三大疏水の一つ。 

 

溢水 

 川などの水が堤防のないところであふれ

出ること。 

 

越水 

 川などの水が堤防からあふれ出ること。 

 

インフラ施設 

 本市が設置・管理する道路、橋梁などの交

通施設や公園、水道、下水道などの施設の総

称。 

 

か行 

開発行為 

主として建築物の建築等を目的とした土

地の区画形質の変更。 

 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防

決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生

することが想定される区域。 

 

勧告 

ある事柄を申し出て、その申出に沿う相

手方の処置を勧め、又は促す行為。 

 

 

基幹的公共交通路線 

 １日当たり 30 本以上の運行頻度（おおむ

ねピーク時片道３本以上に相当）の鉄道路

線及びバス路線。 

 

急傾斜地崩壊危険区域 

崩壊するおそれのある急傾斜地で、その

崩壊により相当数の居住者その他の者に危 

害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣

接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が

助長され、又は誘発されるおそれがないよ

うにするため、一定の行為を制限する必要

がある土地の区域。 

 

行政区域 

都道府県、市区町村などを区分する区域。 

 

グリーンインフラ 

 社会資本整備や土地利用のハード・ソフ

ト両面において、自然環境が有する多様な

機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都

市・地域づくりを進める取組。 

 

健康寿命 

ＷＨＯが提唱した新しい指標で、平均寿

命から寝たきりや認知症など介護状態の期

間を差し引いた期間。 

 

公共交通の機関分担率 

 パーソントリップ調査により算出された

交通手段（鉄道、バス、自動車、バイク、自

転車、徒歩・その他）のうち、「鉄道分担率」

と「バス分担率」を集計したもの。 
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公共施設 

 本市が設置・管理する学校や市営住宅な

どの建築物の総称。 

 

公共施設等 

 公共施設とインフラ施設の総称。 

 

公共投資 

 地方公共団体等が公共事業によりインフ

ラ施設等を整備すること。 

 

高次都市機能 

 都市の生活を支える機能（医療・福祉・子

育て支援・教育文化・商業など）のうち、広

域圏を対象とする諸機能。 

 

洪水ハザードマップ 

 台風や大雨などで河川の流域に想定最大

規模の浸水被害（洪水）が発生するおそれが

ある区域や避難所等を地図に示したもの。 

 

交通結節点 

 人や物の輸送において、複数の同種ある

いは異種の交通手段の接続が行われる場所。 

 

小売商業床効率 

 都市全域の小売商業床面積当たりの売上

高。 

 

コミュニティサイクル 

 相互利用可能な複数のサイクルポートか

らなる、自転車による面的な都市交通シス

テム。 

 

 

 

コミュニティバス 

従来の路線バスによるサービスを補うた

め、自治体が関与し、地域住民の交通利便性

の向上を目的に運行されるバス。 

 

コンパクトシティ 

都市部の有効利用や中心部での機能の集

約化により、徒歩による移動性を重視した

形態又はその都市施策。 

 

さ行 

災害危険区域 

津波、高潮、出水等による危険の著しい区

域。 

 

サイクルアンドライド 

自転車でバス停や駅に行き公共交通機関

に乗り換えて目的地に向かうシステム。 

サイクルポート 

 自転車を駐輪する場所。 

 

市街化区域 

既に市街地になっている区域や積極的に

市街地の整備を進めていくため定めた区域。 

 

市街化調整区域 

無計画に市街化が進まないように、原則

として開発を抑制するよう定められた区域。 

 

市街地開発事業 

土地区画整理事業や市街地再開発事業な

どの事業。 
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市街地再開発事業 

 市街地内の老朽木造建築物が密集してい

る地区等において、細分化された敷地の統

合、不燃化された共同建築物の建築、公園、

広場、街路等の施設の整備等を行うことに

より、都市における土地の合理的かつ健全

な高度利用と都市機能の更新を図る事業。 

 

自然堤防 

 洪水時に川からあふれ出た水に含まれて

いた土砂が、川の岸に堆積してできた地形。 

 

指定管理者制度 

普通地方公共団体が民間事業者やＮＰＯ

等の法人や団体を指定して、文化、体育、福

祉施設等を管理させることができる制度。 

 

社会資本整備総合交付金 

地方公共団体等が行う道路等の社会資本

の整備その他の取組の経費に充てるため国

から地方公共団体等に交付される交付金。 

 

住民基本台帳人口 

各市区町村の住民票に記載されている人

数。 

集約地域構想 

本市のさくら通り、麓山通りを中心に、開

成山公園から郡山駅、阿武隈川に至る東西

軸を、本市の成長を牽引する「歴史と緑の生

活文化軸」として位置付け、質の高い都市機

能の誘導等をしようとする構想。 

 

人口カバー率 

ある特定の区域に居住する人口の総人口

に占める比率。 

 

人口集中地区（ＤＩＤ） 

原則として人口密度が１㎢当たり 4,000

人以上の国勢調査基本単位区等が市区町村

の境域内で互いに隣接し、それらの隣接し

た地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上

を有する地域。 

 

新産業都市 

新産業都市建設促進法（2001（平成 13）

年廃止）に基づき、産業の立地条件及び都市

施設を整備することにより、その地方の開

発発展の中核となるべきものとして指定さ

れた区域。 

 

浸水想定区域 

河川が氾濫した場合や河川その他の公共

の水域若しくは海域に雨水を排除できなく

なった場合等に浸水が想定される区域。 

 

垂直避難 

 災害時に安全な場所と空間を確保するた

めに上下垂直方向（家や避難施設の高所階

等）に避難すること。 

 

早期健全化基準 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率について定められ

ている地方公共団体の財政の健全性に関す

る基準の一つ。 

 

た行 

団塊の世代 

1947（昭和 22）年から 1949 年（昭和 24

年）に生まれた世代。 
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地価公示価格 

都市及びその周辺の地域等において、標

準地を選定し、１月１日を価格判定の基準

日として国が公示する標準地の価格。 

 

地区計画 

それぞれの地区の特性に応じ、良好な都

市環境の形成を図るために、地域住民が主

体となってまちづくりを進めていく地区レ

ベルの都市計画。 

 

築堤 

 堤防を築造すること。 

 

地すべり防止区域 

 地すべり区域（地すべりしている区域又

は地すべりするおそれのきわめて大きい区

域）及びこれに隣接する地域のうち地すべ

り区域の地すべりを助長・誘発等するおそ

れのきわめて大きいもののうち、主務大臣

が指定する区域。 

 

中核市 

人口 20 万人以上の都市で、国から指定さ

れた都市。 

 

津波災害警戒区域 

 津波が発生した場合に、住民等の生命又

は身体に危害が生じるおそれがあると認め

られる区域で津波による人的災害を防止す

るため警戒避難体制を特に整備すべき土地

の区域。 

 

津波災害特別警戒区域 

 津波災害警戒区域のうち津波が発生した

場合に、建築物が損壊し、又は浸水し住民等

の生命又は身体に著しい危害が生じるおそ

れがあると認められる区域で一定の開発行

為及び建築又は用途の変更の制限をすべき

土地の区域。 

 

低未利用地 

適正な利用が図られるべき土地であるに

もかかわらず、長期間に渡り利用されてい

ない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に

比べて利用の程度（利用頻度、整備水準、管

理状況など）が低い「低利用地」の総称。 

 

デマンド交通 

電話予約など利用者のニーズに応じて柔

軟な運行を行う公共交通の一形態。 

 

都市機能 

都市の生活を支える機能（医療・福祉・子

育て支援・教育文化・商業など）。 

 

都市計画区域 

都市計画法の適用を受ける区域。市街化

区域、市街化調整区域で構成される。 

 

都市計画制度 

都市計画法に定められている土地利用規

制等の様々な制度。 

 

都市構造 

都市全体の特徴や骨格を空間的かつ概念

的に表したもの。 

 

都市施設 

道路、公園、下水道など、都市における諸

活動や生活を支えるために必要な施設。 
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土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住

民等の生命又は身体に危害が生じるおそれ

があると認められる区域で土砂災害を防止

するため警戒避難体制を特に整備すべき土

地の区域。 

 

土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域のうち急傾斜地の崩壊

等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ

住民等の生命又は身体に著しい危害が生じ

るおそれがあると認められる区域で一定の

開発行為の制限及び居室を有する建築物の

構造の規制をすべき土地の区域。 

 

土地区画整理事業 

狭い道路や不整形な区画を整形に改善し、

土地利用の増進を図るために行われる事業。 

 

土地利用 

市街地や農地など、目的をもって土地を

活用すること。 

 

な行 

ノンステップバス 

床面を超低床構造として乗降ステップを

なくし、高齢者や児童にも乗り降りが容易

なバス。 

 

ニューノーマル 

 新たな状態・常識。 

（新型コロナウィルスを想定した「新しい

生活様式」） 

 

 

 

は行 

パークアンドライド 

車を郊外に駐車し、公共交通機関に乗り

換えて目的地に向かうシステム。 

普通会計 

 一般会計（地方公共団体の基本的な経費）

と特別会計のうち公営企業会計以外の会計

の総称。 

 

普通建設事業費 

 公共施設やインフラ施設など社会資本の

新増設事業を行う際に要する経費。 

 

平均住宅宅地価格 

 用途区分が住宅地に該当する公示地価の

平均値。 

 

バスロケーションシステム 

無線通信やＧＰＳなどを利用してバスの

位置情報を収集することにより、バスの定

時運行の調整等に役立てるシステム。 

 

羽鳥用水 

羽鳥湖（羽鳥ダム）から供給される農業用

水。 

 

氾濫平野 

 過去の洪水によって作られた平坦な土地。 

 

ピロティ 

 建築物の 1 階部分で壁によって囲われず、

柱だけの外部に開かれた空間。 

 

ま行 

民生費 

地方公共団体が福祉などに支出する費用。 
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モータリゼーション 

自動車が生活必需品として、社会に広く

普及すること。 

や行 

遊休地 

どのような用途でも使われておらず有効

利用されていない土地。 

 

遊水地 

 洪水時の河川の流水を一時的に氾濫させ

る土地のことで、下流の水害を軽減。 

 

誘導施設 

医療・福祉、商業などの都市機能誘導区域

内に立地を誘導すべき都市機能増進施設。 

 

ユニバーサルデザイン 

 障がいの有無や年齢、性別、言語、国籍な

どに関係なく、初めから全ての人が利用し

やすいように、まちや建物、製品、環境、サ

ービスなど、社会全体を見直して改善して

いこうという考え方。 

 

用途地域 

工場と住宅を分離するなど、用途の混在

を防ぎ秩序ある土地利用を誘導するため、

建物の用途に一定の制限を行う地域。第一

種低層住居専用地域など 13 種類が都市計

画法で定められている。 

 

ら行 

流域 

 河川に流れ込む降雨の降り集まる地域。 

 

流域治水 

河川・下水道管理者による治水に加え、あ

らゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・

住民等）により流域全体で行う治水。 

 

英字 

ＰＦＩ 

プライベート・ファイナンス・イニシアテ

ィブ（Private Finance Initiative）の略。

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用し

て行う新しい手法。 

 

ＰＰＰ 

パブリック・プライベート・パートナーシ

ップ（Public Private Partnership）（官民

連携）の略。これまでの行政主体による公共

サービスを、誰が最も有効的で効率的なサ

ービスの担い手になり得るのかという観点

から、行政と多様な構成主体との連携によ

り提供していく考え方。 
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